
議案第３８号 

 

外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

定について 

 

 外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように

制定する。 

 

 

平成２４年６月４日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治     

 

 

外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （北本市印鑑条例の一部改正） 

第１条 北本市印鑑条例（昭和５１年条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「次に掲げるとおり」を「住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号。以下「法」という。）に基づき、本市の住民基本台帳に

記録されている者」に改め、同条各号を削る。 

第５条第２項第１号中「又は外国人登録原票に登載又は登録されて

いる氏名」を「に記録されている氏名（通称（住民基本台帳法施行令

（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項に規定する通称

をいう。）を含み、及び外国人住民（法第３０条の４５に規定する外

国人住民をいう。以下同じ。）のうち非漢字圏の外国人住民にあって

は住民票に記載されている氏名の片仮名表記を含む。以下同じ。）」

に改める。 

第１４条第１項中「失踪
そう

」を「失踪」に改める。 



 （北本市災害見舞金等支給条例の一部改正） 

第２条 北本市災害見舞金等支給条例（平成４年条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１号中「及び外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）

の規定に基づき、本市に外国人登録をされている者」を削る。 

 （北本市手数料条例の一部改正） 

第３条 北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１項中第６１号及び６２号を削り、第６３号を第６１号と

し、第６４号から第７５号までを２号ずつ繰り上げる。 

  第５条第８項中「第２条第１項第４４号から第７５号まで」を「第

２条第１項第４４号から第７３号まで」に改める。 

 （北本市敬老祝金条例の一部改正） 

第４条 北本市敬老祝金条例（平成１４年条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条中「、又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）によ

る外国人登録原票に登録され」を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

 （北本市認可地縁団体印鑑条例の一部改正） 

２ 北本市認可地縁団体印鑑条例（平成８年条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第２項中「第２条第１項各号」を「第２条第１項」に改める。 
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議案第３８号参考資料 
 

北本市印鑑条例の一部を改正する条例新旧対照表（外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例第１ 
条関係） 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （登録資格） 
第２条 印鑑の登録ができる者は、次に掲げるとおりとす

る。 
 
⑴ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、

住民基本台帳に登載されている者 
⑵ 外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）に基づき、

外国人登録原票に登録されている者 
２ 略 
 
（登録印鑑） 

第５条 略 
２ 登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

 ⑴ 住民基本台帳又は外国人登録原票に登載又は登録さ

れている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わ

せたもので表わしていないもの 

 （登録資格） 
第２条 印鑑の登録ができる者は、住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号。以下「法」という。）に基づき、本市

の住民基本台帳に記録されている者とする。 
 

 

 

 

２ 略 
 
（登録印鑑） 

第５条 略 
２ 登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。 
 ⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名（通称（住民基本

台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の

２６第１項に規定する通称をいう。）を含み、及び外国
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⑵～⑹ 略 

 
（印鑑登録抹消） 

第１４条 印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡(失踪
そ う

の宣告を受けた場合も含む。)し、又は氏名、氏若しくは

名を変更したとき(登録されている印影を変更する必要の

ない場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消

すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑

の登録を抹消するものとする。 

２ 略 

人住民（法第３０条の４５に規定する外国人住民をい

う。以下同じ。）のうち非漢字圏の外国人住民にあって

は住民票に記載されている氏名の片仮名表記を含む。以

下同じ。）、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせた

もので表わしていないもの 
 ⑵～⑹ 略 

 
（印鑑登録抹消） 

第１４条 印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡(失踪

の宣告を受けた場合も含む。)し、又は氏名、氏若しくは

名を変更したとき(登録されている印影を変更する必要の

ない場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消

すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑

の登録を抹消するものとする。 

２ 略 
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北本市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例新旧対照表（外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関 
する条例第２条関係） 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の

規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

及び外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）の規定

に基づき、本市に外国人登録をされている者をいう。 

⑵ 略 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の

規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

をいう。 

 

⑵ 略 
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北本市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表（外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例第 
３条関係） 

 
（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 
（手数料の納付） 

第２条 市長（市長の命ずる建築主事を含む。）に対して申

請等をしようとする者は、次の各号に定めるところによ

り、手数料を納付しなければならない。この場合において、

当該手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものに

ついてはその計算単位につき、その他のものについては１

件につきそれぞれ定める額とする。 

 ⑴～(60) 略 

 (61) 外国人登録原票の写しの交付 1 件につき 150 円 

 (62) 登録原票記載事項証明書 1 件につき 150 円 

 (63)～(75) 略 

２～６ 略 

 

 （手数料の減免等） 

第５条 第２条第１項第３号から第８号に規定する戸籍に

係る事務については、規則で定める法律の条項に該当する

者の手数料を免除する。 

（手数料の納付） 

第２条 市長（市長の命ずる建築主事を含む。）に対して申

請等をしようとする者は、次の各号に定めるところによ

り、手数料を納付しなければならない。この場合において、

当該手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものに

ついてはその計算単位につき、その他のものについては１

件につきそれぞれ定める額とする。 

 ⑴～(60) 略 

  

  

 (61)～(73) 略 

２～６ 略 

 

 （手数料の減免等） 

第５条 第２条第１項第３号から第８号に規定する戸籍に

係る事務については、規則で定める法律の条項に該当する

者の手数料を免除する。 
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２～７ 略 

８ 第２条第１項第４４号から第７５号までに規定する事

務が次のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。

⑴～⑶ 略 

２～７ 略 

８ 第２条第１項第４４号から第７３号までに規定する事

務が次のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。 

⑴～⑶ 略 
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北本市敬老祝金条例の一部を改正する条例新旧対照表（外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 
第４条関係） 

 
（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 
（贈呈の要件） 

第２条 祝金を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、毎年８月末日において、北本市に引き続き１年

以上居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）による住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法

（昭和２７年法律第１２５号）による外国人登録原票に登

録されている者で、年齢が満７７歳、満８０歳、満８８歳、

満９０歳又は満９９歳となるものとする。 

（贈呈の要件） 
第２条 祝金を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、毎年８月末日において、北本市に引き続き１年

以上居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）による住民基本台帳に記録されている者で、年齢が

満７７歳、満８０歳、満８８歳、満９０歳又は満９９歳と

なるものとする。 
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北本市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例新旧対照表（外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関す 
る条例附則第２項関係） 

 
（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 
（登録申請） 

第３条 略 

２ 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代

表者等の氏名の次に押印する印鑑は、北本市印鑑条例（昭

和５１年条例第２１号）の規定により登録されている代表

者等の個人の印鑑（以下「個人印鑑」という。）とする。

ただし、代表者等が、北本市印鑑条例第２条第１項各号の

規定に該当しない者である場合において、認可地縁団体印

鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当

該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及

び証明に関する規程により登録されている代表者等の個

人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなけれ

ばならない。 

（登録申請） 

第３条 略 

２ 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代

表者等の氏名の次に押印する印鑑は、北本市印鑑条例（昭

和５１年条例第２１号）の規定により登録されている代表

者等の個人の印鑑（以下「個人印鑑」という。）とする。

ただし、代表者等が、北本市印鑑条例第２条第１項の規定

に該当しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登

録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代

表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証

明に関する規程により登録されている代表者等の個人の

印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければな

らない。 
 


